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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙葉類束を帯体で施封する施封装置において、
　紙葉類が前記紙葉類束として集積される集積部と、
　前記紙葉類束を前記集積部から受け取り、前記帯体で施封する施封部とを有し、
　前記集積部と前記施封部との間では、ローラ搬送又はベルト搬送により前記紙葉類束を
搬送するためのローラ及び複数のローラに張架されたベルトのいずれか一方又は双方を搬
送部材とし、
　前記集積部は、それぞれに設けられた前記搬送部材で前記紙葉類束を上下方向から挟み
込み、前記搬送部材を作動させて前記紙葉類束を水平方向に搬送する集積上側搬送機構と
集積下側搬送機構とを備えるとともに、
　前記集積部から前記施封部に向かう水平方向を前記紙葉類束の繰り出し方向とし、
　前記紙葉類束の施封時に、前記集積上側搬送機構と前記集積下側搬送機構との間に施封
枚数分の紙葉類を前記紙葉類束として集積した後、前記紙葉類束を前記集積上側搬送機構
と前記集積下側搬送機構とで挟み込み、前記繰り出し方向に搬送し、
　さらに、前記集積上側搬送機構と前記集積下側搬送機構との間に集積された施封枚数未
満の紙葉類を端数分の紙葉類とし、前記施封部から前記集積部に向かう水平方向を当該端
数分の紙葉類の抜き取り方向とし、
　前記端数分の紙葉類の抜き取り時に、前記端数分の紙葉類の一部分が前記集積部の外部
に突出するように、前記端数分の紙葉類を前記集積上側搬送機構と前記集積下側搬送機構
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とで挟み込み、前記抜き取り方向に搬送する
ことを特徴とする施封装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の施封装置において、
　前記集積部及び前記施封部は、装置の外部に引き出し可能な構成になっており、
　前記端数分の紙葉類の抜き取りは、前記集積部及び前記施封部が装置の外部に引き出さ
れた状態で行われ、かつ、
　前記集積上側搬送機構及び前記集積下側搬送機構は、前記抜き取りが完了していない状
態で、前記集積部及び前記施封部が装置の内部に押し込まれる場合に、前記端数分の紙葉
類の全部分が前記集積部の内部に収納されるように、前記端数分の紙葉類を前記集積部の
内部方向に搬送する
ことを特徴とする施封装置。
【請求項３】
　紙葉類束を帯体で施封する施封装置において、
　紙葉類が前記紙葉類束として集積される集積部と、
　前記紙葉類束を前記集積部から受け取り、前記帯体で施封する施封部とを有し、
　前記集積部と前記施封部との間では、ローラ搬送又はベルト搬送により前記紙葉類束を
搬送するためのローラ及び複数のローラに張架されたベルトのいずれか一方又は双方を搬
送部材とし、
　前記集積部は、それぞれに設けられた前記搬送部材で前記紙葉類束を上下方向から挟み
込み、前記搬送部材を作動させて前記紙葉類束を水平方向に搬送する集積上側搬送機構と
集積下側搬送機構とを備えるとともに、
　さらに、前記集積上側搬送機構の上下方向の移動に合わせて作動するリンク機構を有し
ており、
　前記集積上側搬送機構は、前記リンク機構が作動することによって、上下方向に移動す
る
ことを特徴とする施封装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の施封装置において、
　前記施封部は、それぞれに設けられた前記搬送部材で前記紙葉類束を上下方向から挟み
込み、前記搬送部材を作動させて前記紙葉類束を水平方向に搬送する施封上側搬送機構と
施封下側搬送機構とを備えており、
　前記集積下側搬送機構及び前記施封下側搬送機構は、互いの間で前記紙葉類束を水平に
受け渡しできるように、配置されている
ことを特徴とする施封装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の施封装置において、
　前記集積下側搬送機構及び前記施封下側搬送機構は、直列に配置されている
ことを特徴とする施封装置。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５に記載の施封装置において、
　前記集積上側搬送機構は、前記集積下側搬送機構の上方に、上下方向に移動するように
配置されており、
　前記施封上側搬送機構は、前記施封下側搬送機構の上方に配置されている
ことを特徴とする施封装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載の施封装置において、
　さらに、前記紙葉類が前記紙葉類束として集積されるステージを有しており、
　前記ステージは、前記集積上側搬送機構と前記集積下側搬送機構との間の空間に、前記
集積下側搬送機構の前記紙葉類束との当接部分に対して平行な状態で上下方向に移動する
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ように配置されており、かつ、前記集積上側搬送機構が下方向に移動することによって、
前記集積下側搬送機構の前記紙葉類束との当接部分と同じ高さの位置又はそれよりも低い
高さの位置にまで下方向に移動する
ことを特徴とする施封装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙葉類束を帯体で施封する施封装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、様々な場所で、紙葉類束を帯体で施封する施封装置が利用されている（例えば、
特許文献１参照）。従来の施封装置は、装置の内部に設けられた集積部に紙葉類を集積し
、施封枚数分の紙葉類が集積部に集積されると、集積された紙葉類を紙葉類束としてハン
ド部で把持して集積部から施封部に搬送し、施封部で紙葉類束を帯体で施封する構成にな
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２８７５５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の施封装置は、紙葉類束をハンド部で把持して集積部から施封部に搬送するため、
ハンド部の紙葉類のつかみ方によっては、搬送の途中で紙葉類を落下させてしまったり、
紙葉類束がずれたりする等の不具合が発生する可能性がある、という課題があった。
【０００５】
　本発明は、前記した課題を解決するためになされたものであり、搬送の途中で紙葉類を
落下させてしまったり、紙葉類束がずれたりする等の不具合の発生し難い施封装置を提供
することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明は、紙葉類束を帯体で施封する施封装置であって、紙
葉類が前記紙葉類束として集積される集積部と、前記紙葉類束を前記集積部から受け取り
、前記帯体で施封する施封部とを有し、前記集積部と前記施封部との間では、ローラ搬送
又はベルト搬送により前記紙葉類束を搬送するためのローラ及び複数のローラに張架され
たベルトのいずれか一方又は双方を搬送部材とし、前記集積部は、それぞれに設けられた
前記搬送部材で前記紙葉類束を上下方向から挟み込み、前記搬送部材を作動させて前記紙
葉類束を水平方向に搬送する集積上側搬送機構と集積下側搬送機構とを備えるとともに、
前記集積部から前記施封部に向かう水平方向を前記紙葉類束の繰り出し方向とし、前記紙
葉類束の施封時に、前記集積上側搬送機構と前記集積下側搬送機構との間に施封枚数分の
紙葉類を前記紙葉類束として集積した後、前記紙葉類束を前記集積上側搬送機構と前記集
積下側搬送機構とで挟み込み、前記繰り出し方向に搬送し、さらに、前記集積上側搬送機
構と前記集積下側搬送機構との間に集積された施封枚数未満の紙葉類を端数分の紙葉類と
し、前記施封部から前記集積部に向かう水平方向を当該端数分の紙葉類の抜き取り方向と
し、前記端数分の紙葉類の抜き取り時に、前記端数分の紙葉類の一部分が前記集積部の外
部に突出するように、前記端数分の紙葉類を前記集積上側搬送機構と前記集積下側搬送機
構とで挟み込み、前記抜き取り方向に搬送する構成とする。
【０００７】
　この施封装置は、前記集積部と前記施封部との間では、ローラ搬送又はベルト搬送によ
り紙葉類束を搬送する。この施封装置は、集積部と施封部との間で、このような搬送を行
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うため、搬送の途中で紙葉類を落下させてしまったり、紙葉類束がずれたりする等の不具
合の発生を低減することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、搬送の途中で紙葉類を落下させてしまったり、紙葉類束がずれたりす
る等の不具合の発生し難い施封装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る施封装置の外部構成を示す斜視図である。
【図２】実施形態に係る施封装置の内部構成を示す断面図である。
【図３】実施形態で用いるロック機構の概略構成を示す模式図である。
【図４Ａ】実施形態で用いる集積部及び施封部の概略構成を示す側面図である。
【図４Ｂ】実施形態で用いる集積部の概略構成を示す斜視図である。
【図５】集積部及び施封部の集積時の動作を示す説明図である。
【図６Ａ】集積部及び施封部の施封時の動作を示す説明図（１）である。
【図６Ｂ】集積部及び施封部の施封時の動作を示す説明図（２）である。
【図６Ｃ】集積部及び施封部の施封時の動作を示す説明図（３）である。
【図６Ｄ】集積部及び施封部の施封時の動作を示す説明図（４）である。
【図６Ｅ】集積部及び施封部の施封時の動作を示す説明図（５）である。
【図６Ｆ】集積部及び施封部の施封時の動作を示す説明図（６）である。
【図７Ａ】集積部及び施封部の端数分の紙幣束の抜き取り時の動作を示す説明図（１）で
ある。
【図７Ｂ】集積部及び施封部の端数分の紙幣束の抜き取り時の動作を示す説明図（２）で
ある。
【図７Ｃ】集積部及び施封部の端数分の紙幣束の抜き取り時の動作を示す説明図（３）で
ある。
【図７Ｄ】集積部及び施封部の端数分の紙幣束の抜き取り時の動作を示す説明図（４）で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態（以下、「本実施形態」と称する）につき
詳細に説明する。なお、各図は、本発明を十分に理解できる程度に、概略的に示してある
に過ぎない。よって、本発明は、図示例のみに限定されるものではない。また、各図にお
いて、共通する構成要素や同様な構成要素については、同一の符号を付し、それらの重複
する説明を省略する。
【００１１】
　［実施形態］
　＜施封装置の全体構成＞
　以下、図１～図３を参照して、本実施形態に係る施封装置の全体構成につき説明する。
図１は、本実施形態に係る施封装置の外部構成を示す斜視図である。図２は、本実施形態
に係る施封装置の内部構成を示す断面図である。図３は、本実施形態で用いるロック機構
の概略構成を示す模式図である。図３（ａ）は、本実施形態で用いるロック機構の一例を
示しており、図３（ｂ）は、ロック機構の変形例を示している。
【００１２】
　施封装置１は、紙葉類束を帯体で施封する装置である。施封装置１は、例えば、銀行や
信用金庫等の金融機関、ショッピングモールやスーパーマーケット等の流通機関で利用さ
れる。ここで、「紙葉類束」とは、束状に整えられた複数枚の紙葉類を意味している。ま
た、「施封」とは、帯体で結束する動作を意味している。
【００１３】
　施封装置１は、紙葉類として、例えば、紙幣や乗車券、航空券、チケット、帳票等の媒
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体を用いることができる。また、施封装置１は、帯体として、例えば、紙帯や合成樹脂材
製の帯を用いることができる。ここでは、紙葉類が紙幣であり、帯体が紙帯である場合を
想定して説明する。以下、紙葉類を「紙幣」と称し、帯体を「紙帯」と称する。また、後
記する集積部２０（図２参照）に集積された紙葉類（集積紙葉類）を「集積紙幣」と称し
、紙葉類束を「紙幣束」と称し、後記する施封部３０（図２参照）によって施封された紙
葉類束（施封紙葉類束）を「施封紙幣束」と称する。
【００１４】
　図１に示す例では、施封装置１は、上部ユニット２と下部ユニット３とを有する構成に
なっている。上部ユニット２は、紙幣束を紙帯で施封するユニットである。下部ユニット
３は、紙幣を収納する金庫部６０が内部に収納されているユニットである。
【００１５】
　上部ユニット２の正面（前面）側には、アッパパネル２Ｕとロアパネル２Ｌとが設けら
れている。アッパパネル２Ｕ及びロアパネル２Ｌは、上部ユニット２の内部空間を閉鎖す
る可動部材である。アッパパネル２Ｕは、後斜め上方向に摺動することによって、開く構
成になっている（図７Ａ参照）。一方、ロアパネル２Ｌは、上端側が下端付近を中心にし
て前方向に回動することによって、開く構成になっている（図７Ａ参照）。
【００１６】
　アッパパネル２Ｕの正面（前面）側には、カードリーダ４、表示部５、及び、操作部６
が設けられている。カードリーダ４は、カード媒体に記憶されている情報をカード媒体か
ら読み取る構成要素である。表示部５は、各種情報を表示する構成要素である。操作部６
は、オペレータの操作を受け付ける構成要素である。施封装置１は、例えば、カードリー
ダ４で、オペレータによって所持されたＩＤカード（図示せず）からオペレータのＩＤ情
報を読み取ることによって、オペレータを特定する。そして、施封装置１は、各種処理を
実行する上で必要となる情報を表示部５に表示し、操作部６からオペレータの操作を受け
付ける。
【００１７】
　一方、ロアパネル２Ｌの正面（前面）側には、放出部７が設けられている。放出部７は
、施封紙幣束を外部に放出する部位である。ここでは、放出部７がシャッタ構造になって
いるものとして説明する。放出部７のシャッタは、通常時に、閉鎖されており、施封紙幣
束の放出時にのみ、開放される。
【００１８】
　施封装置１は、放出部７のシャッタを開放した状態にして、施封紙幣束の一部分をシャ
ッタの外部に突出させることによって、施封紙幣束を装置の内部から外部に放出すること
ができる。
【００１９】
　下部ユニット３の正面（前面）側には、取込部８、及び、前扉９が設けられている。取
込部８は、紙幣を取り込む構成要素である。前扉９は、下部ユニット３の内部空間を閉鎖
する可動部材である。
【００２０】
　取込部８は、シャッタ構造になっている。取込部８のシャッタは、通常時に、閉鎖され
ており、紙幣の投入時にのみ、開放される。施封装置１は、取込部８のシャッタを開放す
ることによって、紙幣の投入を受け付ける。
【００２１】
　前扉９は、左端及び右端のいずれか一方の端部が他端付近を中心にして前方向に回動す
ることによって、開く構成になっている。前扉９は、通常時に、図示せぬロック機構によ
って施錠されている。
【００２２】
　図２に示す例では、施封装置１は、上部ユニット２の内部に、制御部ＣＮ、搬送部１０
、集積部２０、施封部３０、ロック機構４０、及び、トレイ５０を有している。
　制御部ＣＮは、各部の動作を制御する構成要素である。
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　搬送部１０は、紙幣を搬送する構成要素である。
　集積部２０は、紙幣が紙幣束として集積される構成要素である。
　施封部３０は、紙幣束を紙帯で施封する構成要素である。
　ロック機構４０は、施封部３０を所定の位置に固定する機構である。
　トレイ５０は、オペレータが集積部２０から後記する端数分の紙幣を抜き取る際に、紙
幣を誤って落下させてしまったときに、落下した紙幣を受け止める部材である。トレイ５
０は、上面に、落下した紙幣を収納するための凹部が形成された構成になっている。
【００２３】
　また、施封装置１は、下部ユニット３の内部に、金庫部６０、搬送部６１、鑑別部６２
、リジェクト部６３、及び、一時集積部６４を有している。
　金庫部６０は、紙幣が収納される構成要素である。
　搬送部６１は、紙幣を搬送する構成要素である。
　鑑別部６２は、紙幣を鑑別する構成要素である。
　リジェクト部６３は、鑑別部６２によって再利用不能なリジェクト紙幣として鑑別され
た紙幣を収納する構成要素である。
　一時集積部６４は、紙幣を一時的に収納する構成要素である。
【００２４】
　なお、図２は、集積部２０及び施封部３０の構成を簡略化して示している。集積部２０
及び施封部３０の具体的な構成については、後記の＜集積部及び施封部の構成＞の章で説
明する。
【００２５】
　本実施形態では、集積部２０及び施封部３０は、一体の連結ユニット２ＣＭとして連結
された構成になっている。施封装置１は、連結ユニット２ＣＭの周囲に、連結ユニット２
ＣＭを摺動可能に保持する機構として、レール機構２ｒｌを有している。これにより、オ
ペレータは、集積部２０及び施封部３０を上部ユニット２の内部から外部に引き出すこと
ができる（図７Ｂ参照）。
【００２６】
　なお、施封装置１は、オペレータの意図しないタイミングで集積部２０及び施封部３０
が移動しないように、施封部３０を所定の位置に固定する機構として、ロック機構４０（
図２及び図３参照）を有している。
【００２７】
　図３（ａ）に示す例では、ロック機構４０は、ロックレバー４１、ロックポスト４２、
アクチュエータ４３、及び、リンク部材４４を有する構成になっている。
　ロックレバー４１は、矢印Ａ２方向に回動することによって、ロックポスト４２と係合
したり、ロックポスト４２との係合が解除されたりする部材である。ロックレバー４１は
、回転軸を中心にして回動するように、施封部３０と一体に設けられている。
　ロックポスト４２は、例えば、上部ユニット２の筺体の内壁面に設けられた支柱状の部
材である。
　アクチュエータ４３は、リンク部材４４を矢印Ａ１方向に移動させることによって、ロ
ックレバー４１を矢印Ａ２方向に回動させる構成要素である。アクチュエータ４３は、例
えば、上部ユニット２の筺体の内壁面に設けられている。
　リンク部材４４は、ロックレバー４１とアクチュエータ４３とを連結する部材である。
【００２８】
　なお、ロック機構４０の構成は、適宜変更することができる。また、アクチュエータ４
３及びリンク部材４４は、必ずしも必須の構成要素ではない。例えば、ロック機構４０は
、図３（ｂ）に示すロック機構４０Ａのように変形することができる。
【００２９】
　図３（ｂ）に示す例では、ロック機構４０Ａは、ロックポスト４２、及び、ロックレバ
ー４５を有する構成になっている。
　ロックレバー４５は、オペレータが手動で操作することによって、ロックポスト４２と
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係合したり、ロックポスト４２との係合が解除されたりする部材である。ロックレバー４
５は、回転軸を中心にして回動するように、施封部３０と一体に設けられている。ロック
レバー４５は、突起部４５ａがオペレータによって操作可能な位置に配置されており、オ
ペレータが突起部４５ａを矢印Ｂ１方向に移動させることによって矢印Ｂ２方向に回動す
る。これにより、ロックレバー４５は、ロックポスト４２と係合したり、ロックポスト４
２との係合が解除されたりする。
【００３０】
　施封装置１の制御部ＣＮは、集積部２０及び施封部３０を引き出してはいけない場合に
、ロックレバー４１とロックポスト４２とを係合させて、ロック機構４０をロックさせる
ことによって、集積部２０及び施封部３０を所定の位置に固定する。これにより、施封装
置１は、集積部２０及び施封部３０を引き出してはいけない場合に、集積部２０及び施封
部３０が引き出されてしまう誤操作を防止することができる。
【００３１】
　また、施封装置１の制御部ＣＮは、集積部２０及び施封部３０を引き出してもよい場合
に、ロックレバー４１とロックポスト４２との係合を解除させて、ロック機構４０のロッ
クを解除させることによって、集積部２０及び施封部３０を引き出し可能な状態にする。
これにより、施封装置１は、例えば、オペレータによる集積部２０からの後記する端数分
の紙幣の抜き取りを行うことができる。
【００３２】
　本実施形態では、施封装置１は、オペレータによって集積部２０及び施封部３０が上部
ユニット２の内部から外部に引き出された場合に、そのことを検知する第１センサＳＮ１
を有している。第１センサＳＮ１は、例えば、発光素子と受光素子とによって構成されて
いる。
【００３３】
　また、施封装置１は、上部ユニット２の外部に引き出された集積部２０及び施封部３０
がオペレータによって上部ユニット２の内部に押し込まれる場合に、そのことを検知する
第２センサＳＮ２を有している。
【００３４】
　第２センサＳＮ２は、集積部２０及び施封部３０の引き出し動作や押し込み動作に伴っ
て移動する遮光板ｓｈが受光素子と受光素子との間で射出される光を遮る状態になったり
、又は、遮らない状態になったりする。これに応じて、第２センサＳＮ２は、その状態に
応じた値の信号を検知信号として制御部ＣＮに出力する。制御部ＣＮは、検知信号の値に
応じて、集積部２０及び施封部３０の状態を検知する。
【００３５】
　本実施形態では、第２センサＳＮ２が施封部３０の内壁面に設けられており、また、遮
光板ｓｈがトレイ５０に設けられているものとして説明する。そして、遮光板ｓｈは、ト
レイ５０が集積部２０及び施封部３０の下方の位置に配置されたときに、第２センサＳＮ
２の発光素子と受光素子との間の位置に配置され、一方、トレイ５０が集積部２０及び施
封部３０の後下方の位置に配置されたときに、第２センサＳＮ２の発光素子と受光素子と
の間から外れた位置に配置されるように、設けられているものとして説明する。
【００３６】
　なお、トレイ５０は、集積部２０及び施封部３０が引き出されていない場合に、集積部
２０及び施封部３０の下方に配置されており、一方、集積部２０及び施封部３０が引き出
された場合に、自動的に後方向に移動して、集積部２０及び施封部３０の後下方の位置に
配置される構成になっている。これにより、施封装置１は、オペレータによる集積部２０
からの後記する端数分の紙幣の抜き取り時に、万が一、オペレータが紙幣を落下させてし
まったとしても、落下した紙幣をトレイ５０で受け止めることができる。これにより、施
封装置１は、紙幣がトレイ５０よりも下側（例えば、下部ユニット３の内部側）に入り込
むことを防止することができる。
【００３７】
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　＜施封装置の紙幣の投入時の動作＞
　係る構成において、施封装置１は、紙幣の投入時に以下のように動作する。
　例えば、施封装置１は、オペレータが操作部６（図１参照）を操作して紙幣の投入処理
の実行を指示することによって、紙幣の投入処理を開始する。
【００３８】
　この場合に、施封装置１は、取込部８のシャッタを開いて、オペレータに紙幣の投入を
促す。そして、施封装置１は、オペレータが紙幣を取込部８に投入すると、投入された紙
幣を内部に取り込み、取り込まれた紙幣を搬送部６１によって搬送しながら鑑別部６２で
鑑別し、真券として鑑別された紙幣を一時集積部６４に一時的に収納するとともに、真券
として鑑別されなかった紙幣を取込部８に戻して、オペレータに紙幣の再投入を促す。
【００３９】
　施封装置１は、投入される紙幣がなくなるまで、このような動作を繰り返し行い、その
後に、鑑別部６２によって再利用可能な正常紙幣として鑑別された紙幣を金庫部６０に金
種毎に収納し、一方、鑑別部６２によって再利用不能なリジェクト紙幣として鑑別された
紙幣をリジェクト部６３に収納する。
　このようにして施封装置１は、紙幣の投入処理を実行する。
【００４０】
　＜施封装置の紙幣の施封時の動作＞
　また、係る構成において、施封装置１は、紙幣の施封時に以下のように動作する。ここ
では、施封装置１が金庫部６０に収納された紙幣を集積部２０に搬送して施封部３０で施
封する場合を想定して説明する。ただし、施封装置１は、取込部８に投入された紙幣を集
積部２０に搬送して、施封部３０で施封することもできる。
【００４１】
　例えば、施封装置１は、オペレータが操作部６（図１参照）を操作して紙幣の施封処理
の実行を指示することによって、紙幣の施封処理を開始する。ここでは、例えば、オペレ
ータが、施封する紙幣の金種として「万円券」を指定し、施封枚数（一束に施封する紙幣
の枚数）として「１００枚」を指定して、紙幣の施封処理の実行を指示したものとして説
明する。
【００４２】
　この場合に、施封装置１は、金庫部６０の中からオペレータによって指定された金種の
紙幣（ここでは、「万円券」の紙幣）を繰り出し、繰り出された紙幣を搬送部６１によっ
て搬送しながら鑑別部６２で鑑別し、真券として鑑別された紙幣を上部ユニット２の搬送
部１０に向けて搬送する。
【００４３】
　搬送部１０は、内部に、搬送路１１と、例えばローラやベルト等によって構成された搬
送機構１２とを有している。搬送部１０は、搬送部６１から紙幣を受け取ると、紙幣を集
積部２０に向けて搬送する。
【００４４】
　集積部２０は、搬送部１０によって搬送された紙幣を内部に集積し、施封枚数分の紙幣
（ここでは、「１００枚」分の紙幣）が集積紙幣束として集積されると、集積紙幣束を施
封部３０に繰り出す。
【００４５】
　施封部３０は、内部に印字部ｐｒやスタンプ機構（図示せず）、切断部ｃｔ、巻付機構
（図示せず）を有しており、また、内部に紙帯ｗｒを収納している。施封部３０は、集積
部２０から施封枚数分の集積紙幣束を受け取ると、印字部ｐｒで日付や通番等の情報を紙
帯ｗｒに印字したり、スタンプ機構（図示せず）で金融機関の印章等を紙帯ｗｒに押印し
たりした後、切断部ｃｔで紙帯ｗｒを所定の長さに切断して、切断された紙帯ｗｒを巻付
機構（図示せず）で集積紙幣束に巻き付けて結束する。これにより、施封装置１は、集積
紙幣束を施封紙幣束として施封する。
【００４６】
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　そして、施封装置１は、放出部７のシャッタを開放した状態にして、施封紙幣束の一部
分をシャッタの外部に突出させることによって、施封紙幣束を装置の内部から外部に放出
する。
　このようにして施封装置１は、紙幣の施封処理を実行する。
【００４７】
　ただし、施封装置１は、図７Ａに示すように、ロアパネル２Ｌ及びアッパパネル２Ｕを
開放した状態にして、施封紙幣束の一部分を施封部３０の外部に突出させることによって
、放出部７のシャッタを閉鎖したままの状態で、施封紙幣束を装置の内部から外部に放出
することができる。
【００４８】
　＜集積部及び施封部の構成＞
　以下、図４Ａ及び図４Ｂを参照して、集積部２０及び施封部３０の具体的な構成につき
説明する。図４Ａは、本実施形態で用いる集積部２０及び施封部３０の概略構成を模式的
に示す側面図である。図４Ａは、図２に示すＡ部の概略構成であって、図４Ｂに示す線Ｘ
１－Ｘ１に沿って切断した切断面の構成を示している。図４Ｂは、本実施形態で用いる集
積部２０の概略構成を模式的に示す斜視図である。
【００４９】
　図４Ａに示すように、集積部２０は、集積下側搬送機構２１、及び、集積上側搬送機構
２２を有している。また、施封部３０は、施封下側搬送機構３１、及び、施封上側搬送機
構３２を有している。
【００５０】
　集積下側搬送機構２１及び集積上側搬送機構２２、並びに、施封下側搬送機構３１及び
施封上側搬送機構３２は、ともに、ローラ搬送又はベルト搬送によって紙葉類束（紙幣束
）を搬送する機構である。すなわち、集積下側搬送機構２１及び集積上側搬送機構２２、
並びに、施封下側搬送機構３１及び施封上側搬送機構３２は、ともに、回転体及び複数の
回転体に張架された張架部材を搬送部材とし、それぞれに設けられた搬送部材で紙葉類束
（紙幣束）を上下方向から挟み込み、搬送部材を作動させて紙葉類束を水平方向に搬送す
る機構である。「回転体」は、後記するローラ２１１，２２１，３１１，３２１を意味し
ている。「張架部材」は、後記するベルト２１２，２２２，３１２，３２２を意味してい
る。また、ここでは、「水平方向」とは、前後方向及び左右方向を含む面に平行な方向を
意味している。
【００５１】
　なお、ローラ搬送とベルト搬送とでは、ローラ搬送よりもベルト搬送の方が紙葉類束（
紙幣束）を安定して搬送することができる（つまり、束のずれの発生を抑制させた状態で
搬送することができる）ため、ベルト搬送の方が好ましい。ここでは、集積下側搬送機構
２１及び集積上側搬送機構２２、並びに、施封下側搬送機構３１及び施封上側搬送機構３
２は、ベルト搬送によって紙葉類束（紙幣束）を搬送する機構になっているものとして説
明する。
【００５２】
　集積下側搬送機構２１及び施封下側搬送機構３１は、互いの間で紙葉類束（紙幣束）を
水平に受け渡しできるように、並設（並べて設置）されている。ここでは、集積下側搬送
機構２１及び施封下側搬送機構３１は、施封装置１の前後方向に紙葉類束（紙幣束）を搬
送するために、前後方向に直列に配置されているものとして説明する。
【００５３】
　また、集積上側搬送機構２２は、集積下側搬送機構２１の上方に、上下方向に移動する
ように配置されている。
【００５４】
　また、施封上側搬送機構３２は、施封下側搬送機構３１の上方に、施封上側搬送機構３
２の前後方向の任意の場所を中心にして、回動するように配置されている。施封上側搬送
機構３２は、回転中心を上下方向に移動させることができる構成になっている。
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【００５５】
　本実施形態では、集積下側搬送機構２１及び集積上側搬送機構２２、並びに、施封下側
搬送機構３１及び施封上側搬送機構３２は、以下に説明するように、ベルト搬送を行う機
構として構成されているものとして説明する。
【００５６】
　　（集積下側搬送機構の構成）
　図４Ａ及び図４Ｂに示すように、集積下側搬送機構２１は、複数個のローラ２１１、及
び、複数本のベルト２１２を有している。図４Ｂに示す例では、集積下側搬送機構２１は
、４本のベルト２１２と、１本のベルト２１２につき３個ずつ、合計１２個のローラ２１
１とを有している。
【００５７】
　１２個のローラ２１１は、左右方向に４個ずつ、また、前後方向に３個ずつ、同じ高さ
の所定の位置に、回転自在に配置されている。左右方向の４個のローラ２１１は、１本の
シャフトＳＦ１に取り付けられている。シャフトＳＦ１は、３本設けられている。各シャ
フトＳＦ１は、図示せぬ支持部によって回転自在に支持されている。
【００５８】
　いずれかのシャフトＳＦ１（例えば、前端側のシャフトＳＦ１）に連結された４個のロ
ーラ２１１は、モータ等の駆動源（図示せず）に連結されており、駆動源によって回転駆
動されることによりベルト２１２を走行させる駆動ローラとして機能する。他の８個のロ
ーラ２１１は、ベルト２１２の走行に追従して回転する従動ローラとして機能する。
【００５９】
　４本のベルト２１２は、それぞれ、前後方向に配置された駆動ローラとして機能する１
個のローラ２１１と従動ローラとして機能する２個のローラ２１１とによって走行自在に
張架されている。
【００６０】
　　（集積上側搬送機構の構成）
　集積上側搬送機構２２は、集積下側搬送機構２１と同様に、複数個（図４Ｂに示す例で
は１２個）のローラ２２１、及び、複数本（図４Ｂに示す例では４本）のベルト２２２を
有している。
【００６１】
　ここでは、集積上側搬送機構２２は、ローラ２２１を回転駆動させる駆動源を有してお
らず、集積下側搬送機構２１がベルト２１２とベルト２２２との間で紙葉類束（紙幣束）
を挟み込んだ状態でベルト２１２を走行させることによって、ベルト２２２がベルト２１
２の走行に追従して走行する構成になっているものとして説明する。ただし、集積上側搬
送機構２２は、集積下側搬送機構２１と同様に、ローラ２２１を回転駆動させる駆動源を
有する構成にしてもよい。又は、集積上側搬送機構２２と集積下側搬送機構２１とは、図
示せぬギヤ列等によって、同一の駆動源から駆動力を得て、ローラ２１１とローラ２２１
を回転駆動させる構成にしてもよい。
【００６２】
　１２個のローラ２２１は、左右方向に４個ずつ、また、前後方向に３個ずつ、同じ高さ
の所定の位置に、回転自在に配置されている。左右方向の４個のローラ２２１は、１本の
シャフトＳＦ２に取り付けられている。シャフトＳＦ２は、３本設けられている。各シャ
フトＳＦ２は、連結部材２２５によって回転自在に支持されている。
【００６３】
　４本のベルト２２２は、それぞれ、前後方向に配置された３個のローラ２２１によって
走行自在に張架されている。
【００６４】
　なお、集積部２０は、ガイド部材２２３、摺動部材２２４、前記した連結部材２２５、
リンク機構２２６、及び、上下動機構２２７を備えている。
　ガイド部材２２３は、摺動部材２２４を上下方向に摺動自在に支持する部材である。
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　摺動部材２２４は、ガイド部材２２３の延在方向に沿って、上下方向に摺動する部材で
ある。
　連結部材２２５は、ローラ２２１を支持しているシャフトＳＦ２と摺動部材２２４とを
連結する部材である。
　リンク機構２２６は、集積上側搬送機構２２の上下方向の移動に合わせて作動する機構
である。
　上下動機構２２７は、リンク機構２２６を作動させることによって集積上側搬送機構２
２を上下方向に移動させる機構である。
【００６５】
　ガイド部材２２３は、長尺な板状の部材として構成されており、上下方向に延在するよ
うに、集積部２０の所定の場所に固定して設けられている。ガイド部材２２３は、摺動部
材２２４を摺動させるレールとして機能する溝が長手方向に沿って設けられている。摺動
部材２２４は、長尺な板状の部材として構成されており、ガイド部材２２３に形成された
溝に嵌め込まれている。ガイド部材２２３は、摺動部材２２４及び連結部材２２５を介し
て、集積上側搬送機構２２を上下方向に移動可能に支持している。集積上側搬送機構２２
は、連結部材２２５と摺動部材２２４とが直交した状態で連結されることにより、ベルト
２２２の搬送面（紙葉類束（紙幣束）との当接面）が水平方向に一致した状態で、上下方
向に移動する。
【００６６】
　リンク機構２２６は、リンク部材２２６ａ，２２６ｂによって構成されている。図４Ｂ
に示す例では、リンク部材２２６ａは、長方形状に形成された天井板と、天井板の両横に
配置され、略Ｌ字状に形成された２つの側板とを備えた構成になっている。側板は、集積
部２０の前後方向に向けて配置されている。側板の前後方向の一端側（図示例では前端側
）は、下方向に突出しており、集積部２０の筺体の壁面の任意の場所に回動自在に取り付
けられている。側板の前後方向の他端側（図示例では後端側）は、リンク部材２２６ｂと
回動自在に連結されている。リンク部材２２６ｂは、棒状の板として形成されている。リ
ンク部材２２６ｂは、一端側（図示例では上端側）でリンク部材２２６ａと回動自在に連
結されており、他端側（図示例では下端側）で連結部材２２５と回動自在に連結されてい
る。
【００６７】
　上下動機構２２７は、例えば、モータ２２７ａと、モータ２２７ａとリンク部材２２６
ａの回動支点とに連結されたギヤ列２２７ｂとを有しており、モータ２２７ａを回転駆動
させることによってリンク部材２２６ａを作動させる構成になっている。ただし、上下動
機構２２７は、例えば、ラックアンドピニオン機構によって構成することもできる。集積
上側搬送機構２２は、上下動機構２２７が作動していない状態では、自重によって、下方
向に移動した状態（落下した状態）となる。上下動機構２２７は、例えば、紙葉類（紙幣
）の集積時に、落下している集積上側搬送機構２２を上方向に移動させて、集積上側搬送
機構２２を任意の高さの位置で保持する。
【００６８】
　オペレータは、上下動機構２２７が作動していない状態において、落下している集積上
側搬送機構２２を上方向に移動させたい場合に、リンク部材２２６ａの後端側を手で持ち
上げることによって、集積上側搬送機構２２を上方向に移動させることができる。
【００６９】
　また、集積部２０は、ステージ２６、案内板２７、シャッタ２８、及び、ストッパ２９
を備えている。
　ステージ２６は、紙葉類（紙幣）が上に集積される部材である。
　案内板２７は、搬送部１０の舌片ローラ１３によって搬送部１０から集積部２０の内部
に放出された紙葉類（紙幣）の上面と当接することによって、紙葉類（紙幣）をステージ
２６の上に案内する部材である。
　シャッタ２８は、集積部２０の内部の空間を前側（施封部３０側）の空間と後側（搬送
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部１０側）の空間とに区分する部材である。
　ストッパ２９は、舌片ローラ１３によって放出された紙葉類（紙幣）を停止させる部材
である。
【００７０】
　ステージ２６は、平坦面状の上面を備える板状の部材によって構成されている。図４Ｂ
に示すように、ステージ２６は、ベルト２１２と衝突しないように、切欠ＣＴ１が形成さ
れた構成になっている。ステージ２６は、図示せぬ付勢部材によって、上方向に付勢され
ており、集積上側搬送機構２２と集積下側搬送機構２１との間の空間で浮いた状態になっ
ている。そして、ステージ２６は、集積下側搬送機構２１の紙葉類束（紙幣束）との当接
部分（ここでは、ベルト２１２の搬送面）に対して平行な状態で上下方向に移動するよう
に配置されている。ステージ２６は、紙葉類束（紙幣束）が集積されるにつれて少しずつ
下方向に移動する構成になっている。ステージ２６は、集積上側搬送機構２２が下方向に
移動することによって、集積下側搬送機構２１の紙葉類束（紙幣束）との当接部分（ベル
ト２１２の搬送面）と同じ高さの位置又はそれよりも低い高さの位置にまで下方向に移動
する。
【００７１】
　案内板２７は、平坦面状の下面を備える板状の部材によって構成されている。図４Ｂに
示すように、案内板２７は、ベルト２２２と衝突しないように、切欠ＣＴ２が形成された
構成になっている。また、案内板２７は、搬送部１０の舌片ローラ１３によって放出され
た紙葉類（紙幣）を効率よく（漏れなく）受け止めることができるように、前端が上方向
に屈曲した構成になっている。また、案内板２７は、ステージ２６の上に集積された紙葉
類束（紙幣束）と接触して束を崩さないように、後端が上方向に屈曲した構成になってい
る。案内板２７は、後端側が前端側よりも高い位置になるように、集積上側搬送機構２２
と集積下側搬送機構２１との間の空間に、傾斜した姿勢の状態で配置されている。案内板
２７は、集積上側搬送機構２２の上下方向の移動に伴って、上下方向に移動する。案内板
２７の位置は、常にステージ２６よりも上方の位置となる。
【００７２】
　シャッタ２８は、搬送部１０と対向する側（後側）に平坦面状の面を備える板状の部材
によって構成されている。シャッタ２８は、紙葉類（紙幣）が集積部２０から施封部３０
に受け渡される際に、例えば前方向に倒れて、開放される（例えば、図６Ｂ参照）。
【００７３】
　ストッパ２９は、シャッタ２８の搬送部１０と対向する側（後側）の壁面に設けられて
いる。ストッパ２９は、例えば、プラスチックによって構成されている。ストッパ２９は
、側面視において例えば三角状の突起が多数並設されている。
【００７４】
　なお、搬送部１０の後端付近には、舌片ローラ１３が設けられている。舌片ローラ１３
は、径方向に突出する可撓性の複数の突起部（舌片）を備えたローラである。舌片ローラ
１３は、搬送部１０の搬送路１１に沿って搬送されてきた紙葉類（紙幣）ｓｔを突起部（
舌片）で集積部２０の方向に押して、紙葉類（紙幣）ｓｔを搬送部１０から集積部２０の
内部に放出する。
【００７５】
　　（施封下側搬送機構の構成）
　図４Ａに示すように、施封下側搬送機構３１は、複数個のローラ３１１、及び、複数本
のベルト３１２を有している。ここでは、施封下側搬送機構３１のベルト３１２が集積下
側搬送機構２１のベルト２１２と前後方向に直列に配置されているものとして説明する。
また、施封下側搬送機構３１は、４本のベルト３１２と、１本のベルト３１２につき４個
ずつ、合計１６個のローラ３１１とを有しているものとして説明する。
【００７６】
　１６個のローラ３１１は、左右方向に４個ずつ、また、前後方向に４個ずつ、同じ高さ
の所定の位置に、回転自在に配置されている。左右方向の４個のローラ３１１は、１本の
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図示せぬシャフトに取り付けられている。シャフトは、４本設けられている。各シャフト
は、図示せぬ支持部によって回転自在に支持されている。
【００７７】
　いずれかのシャフト（例えば、前端側のシャフト）に連結された４個のローラ３１１は
、モータ等の駆動源（図示せず）に連結されており、駆動源によって回転駆動されること
によりベルト３１２を走行させる駆動ローラとして機能する。他の１２個のローラ３１１
は、ベルト３１２の走行に追従して回転する従動ローラとして機能する。
【００７８】
　４本のベルト３１２は、それぞれ、前後方向に配置された駆動ローラとして機能する１
個のローラ３１１と従動ローラとして機能する３個のローラ３１１とによって走行自在に
張架されている。ベルト３１２の搬送面は、集積下側搬送機構２１のベルト２１２の搬送
面と同一水平面の位置に配置されている。
【００７９】
　　（施封上側搬送機構の構成）
　施封上側搬送機構３２は、複数個のローラ３２１、及び、複数本のベルト３２２を有し
ている。ここでは、施封上側搬送機構３２のベルト３２２が集積上側搬送機構２２のベル
ト２２２と前後方向に直列に配置されているものとして説明する。また、施封上側搬送機
構３２は、ベルト３２２の長手方向の長さが施封下側搬送機構３１のベルト３１２の長手
方向の長さよりも短く形成されており、さらに、前端部の前後方向の位置が施封下側搬送
機構３１の前端部の前後方向の位置とほぼ同じになるように、配置されているものとして
説明する。また、施封上側搬送機構３２は、４本のベルト３２２と、１本のベルト３２２
につき３個ずつ、合計１２個のローラ３２１とを有しているものとして説明する。
【００８０】
　なお、施封上側搬送機構３２を施封下側搬送機構３１よりも短く形成する理由は、集積
下側搬送機構２１と施封下側搬送機構３１との間での紙葉類束（紙幣束）の受け渡し時に
、紙葉類束（紙幣束）が施封上側搬送機構３２に引っかかって、束のずれが発生しないよ
うに、紙葉類束（紙幣束）の受け渡しが完了した後に、施封上側搬送機構３２を回動させ
て、施封上側搬送機構３２と施封下側搬送機構３１とで紙葉類束（紙幣束）を挟み込むよ
うにするためである。
【００８１】
　ただし、施封上側搬送機構３２は、ベルト３２２の長手方向の長さが施封下側搬送機構
３１のベルト３１２の長手方向の長さと同じになるように形成してもよい。なお、この場
合に、施封上側搬送機構３２のローラ３２１は、施封下側搬送機構３１のローラ３１１と
同じ個数かつ同じ配列にしてもよい。また、この場合に、施封上側搬送機構３２を回動さ
せるタイミングを調整することによって、集積下側搬送機構２１と施封下側搬送機構３１
との間での紙葉類束（紙幣束）の受け渡し時に、紙葉類束（紙幣束）が施封上側搬送機構
３２に引っかかって、束のずれが発生することを抑制することができる。
【００８２】
　ここでは、施封上側搬送機構３２は、ローラ３２１を回転駆動させる駆動源を有してお
らず、施封下側搬送機構３１がベルト３１２とベルト３２２との間で紙葉類束（紙幣束）
を挟み込んだ状態でベルト３１２を走行させることによって、ベルト３２２がベルト３１
２の走行に追従して走行する構成になっているものとして説明する。ただし、施封上側搬
送機構３２は、施封下側搬送機構３１と同様に、ローラ３２１を回転駆動させる駆動源を
有する構成にしてもよい。又は、施封上側搬送機構３２と施封下側搬送機構３１とは、図
示せぬギヤ列等によって、同一の駆動源から駆動力を得て、ローラ３１１とローラ３２１
を回転駆動させる構成にしてもよい。
【００８３】
　１２個のローラ３２１は、左右方向に４個ずつ、また、前後方向に３個ずつ、回転自在
に配置されている。左右方向の４個のローラ３２１は、１本の図示せぬシャフトに取り付
けられている。シャフトは、３本設けられている。各シャフトは、図示せぬ支持部材によ
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って回転自在に支持されている。
【００８４】
　４本のベルト３２２は、それぞれ、前後方向に配置された３個のローラ３２１によって
走行自在に張架されている。
【００８５】
　施封上側搬送機構３２は、回動機構３２３によって回動自在に支持されている。回動機
構３２３は、施封上側搬送機構３２の前後方向の任意の場所に設けられた回転軸を中心に
して、施封上側搬送機構３２を回動させる機構である。ここでは、回転軸が最前列のロー
ラ３２１のシャフトと同一に構成されている場合を想定して説明する。回動機構３２３は
、紙葉類束（紙幣束）が集積部２０から施封部３０に受け渡される前の段階では、ベルト
３２２の搬送面の後端側が前端側よりも高い位置になるように、施封上側搬送機構３２（
特にベルト３２２）を傾斜した姿勢の状態にする。一方、回動機構３２３は、紙葉類束（
紙幣束）が集積部２０から施封部３０に受け渡されたときに、ベルト３２２の搬送面の後
端側と前端側とが同じ高さの位置になるように、施封上側搬送機構３２（特にベルト３２
２）を回動させて水平な姿勢の状態にする。これによって、施封部３０は、施封上側搬送
機構３２のベルト３２２と施封下側搬送機構３１のベルト３１２とで紙葉類束（紙幣束）
を挟み込む。このとき、回動機構３２３は、施封する紙葉類束（紙幣束）の厚さに応じて
、施封上側搬送機構３２を上下方向に微細に移動させて、施封上側搬送機構３２のベルト
３２２の搬送面の高さを調整する。
【００８６】
　＜集積部及び施封部の動作＞
　以下、図５、図６Ａ～図６Ｆ、及び、図７Ａ～図７Ｄを参照して、集積部２０及び施封
部３０の動作につき説明する。図５は、集積部２０及び施封部３０の集積時の動作を示す
説明図である。図６Ａ～図６Ｆは、それぞれ、集積部２０及び施封部３０の施封時の動作
を示す説明図である。図７Ａ～図７Ｄは、それぞれ、集積部２０及び施封部３０の端数分
の紙幣束の抜き取り時の動作を示す説明図である。なお、本発明は、集積部２０に主な特
徴があるため、集積部２０の動作を重点的に説明する。
【００８７】
　施封装置１は、オペレータが操作部６（図１参照）を操作して紙幣の施封処理の実行を
指示することによって、紙幣の施封処理を開始する。このとき、施封装置１は、集積部２
０の内部で紙幣ｓｔを集積紙幣束ｓｔａとして集積する動作（図５参照）と、施封枚数分
の集積紙幣束ｓｔａを集積部２０から施封部３０に繰り出して施封部３０で施封する動作
（図６Ａ～図６Ｆ参照）とを行う。
【００８８】
　　（集積時の動作）
　まず、図５を参照して、集積部２０及び施封部３０の集積時の動作につき説明する。
　図５に示すように、紙幣の集積時において、集積部２０は、上下動機構２２７によって
集積上側搬送機構２２が水平な姿勢で上方向に移動させられた（持ち上げられた）状態に
なっている。また、施封部３０は、回動機構３２３によって施封上側搬送機構３２（特に
ベルト３２２）が傾斜した姿勢の状態になっている。
【００８９】
　ステージ２６は、水平な姿勢の状態で、集積上側搬送機構２２のベルト２２２と集積下
側搬送機構２１のベルト２１２との間の空間に配置されている。また、案内板２７は、後
端側が前端側よりも高い位置になるように、傾斜した姿勢の状態で、ステージ２６の上方
に配置されている。
【００９０】
　搬送部１０の舌片ローラ１３（図４Ａ参照）は、紙幣ｓｔが搬送されてくる度に、紙幣
ｓｔを集積部２０の内部に放出する（矢印Ａ１１参照）。放出された紙幣ｓｔは、案内板
２７と当接することによって、ステージ２６の上に案内される。そして、紙幣ｓｔは、ス
トッパ２９と当接することによって、集積部２０の内部の前後方向の所定の位置で停止す
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る。その結果、紙幣ｓｔが集積紙幣束ｓｔａとしてステージ２６の上に集積される。
【００９１】
　なお、ステージ２６は、集積紙幣束ｓｔａが集積されるにつれて少しずつ下方向に移動
する（矢印Ａ１２参照）。これにより、集積部２０は、体積があまり変動しない空間を紙
幣ｓｔを集積させるための空間として確保することができ、その結果、紙幣ｓｔを常に安
定して集積させることができる。
【００９２】
　　（施封時の動作）
　次に、図６Ａ～図６Ｆを参照して、集積部２０及び施封部３０の施封時の動作につき説
明する。集積部２０及び施封部３０は、集積紙幣束ｓｔａとして施封枚数（例えば１００
枚）分の紙幣ｓｔがステージ２６の上に集積されると、施封時の動作を開始する。
【００９３】
　（１）図６Ａに示すように、施封時において、集積部２０は、まず、集積上側搬送機構
２２を水平な姿勢で下方向に移動させた（落下させた）状態にする（矢印Ａ２１参照）。
この動作は、例えば、上下動機構２２７によって集積上側搬送機構２２を下方向に向けて
移動させたり、上下動機構２２７の作動を停止させたりすることによって行うことができ
る。
【００９４】
　ステージ２６と集積紙幣束ｓｔａと案内板２７とは、集積上側搬送機構２２が下方向に
移動することによって、下方向に移動する（矢印Ａ２２参照）。その結果、集積部２０は
、集積上側搬送機構２２のベルト２２２と集積下側搬送機構２１のベルト２１２とで集積
紙幣束ｓｔａを挟み込んだ状態となる。また、ステージ２６の上面は、集積下側搬送機構
２１のベルト２１２の搬送面と同じ高さになる。このとき、集積紙幣束ｓｔａは、集積上
側搬送機構２２等の重みによって押圧される。その結果、集積紙幣束ｓｔａは、各紙幣ｓ
ｔが隙間なく整えられた状態となる。
【００９５】
　また、このとき、摺動部材２２４が下方向に移動する（矢印Ａ２３参照）。また、リン
ク部材２２６ｂが下方向に移動するとともに、リンク部材２２６ａが回動するように、リ
ンク機構２２６が作動する（矢印Ａ２４参照）。
【００９６】
　（２）次に、図６Ｂに示すように、集積部２０は、例えば、シャッタ２８を施封部３０
側に倒して、シャッタ２８を集積紙幣束ｓｔａの搬送方向上から退避させる（矢印Ａ３１
参照）。
【００９７】
　（３）次に、図６Ｃに示すように、集積部２０は、集積上側搬送機構２２のベルト２２
２と集積下側搬送機構２１のベルト２１２とで集積紙幣束ｓｔａを挟み込んだ状態で、集
積下側搬送機構２１のベルト２１２を施封部３０の方向（前方向）に走行させることによ
って、集積紙幣束ｓｔａを施封部３０に向けて繰り出す（矢印Ａ４１参照）。これと同時
に、施封部３０は、施封下側搬送機構３１のベルト３１２を放出部７（図２参照）の方向
（前方向）に走行させる（矢印Ａ４２参照）。これにより、集積下側搬送機構２１と施封
下側搬送機構３１との間で、集積紙幣束ｓｔａの受け渡しが開始される。
【００９８】
　この後、施封部３０は、集積紙幣束ｓｔａが一定の長さ以上に施封下側搬送機構３１の
ベルト３１２の上に載ったタイミングで、回動機構３２３によって施封上側搬送機構３２
を回動させて、施封上側搬送機構３２のベルト３２２と施封下側搬送機構３１のベルト３
１２とで集積紙幣束ｓｔａを挟み込む（矢印Ａ４３参照）。そして、施封部３０は、施封
下側搬送機構３１のベルト３１２を放出部７（図２参照）の方向（前方向）に走行させる
（矢印Ａ４２参照）。これによって、集積紙幣束ｓｔａが完全に施封下側搬送機構３１の
ベルト３１２の上に載る。その結果、集積紙幣束ｓｔａの受け渡しが完了する。
【００９９】



(16) JP 6387769 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

　（４）次に、図６Ｄに示すように、施封部３０は、印字部ｐｒ（図２参照）で日付や通
番等の情報を紙帯ｗｒに印字し、スタンプ機構（図示せず）で金融機関の印章等を紙帯ｗ
ｒに押印した後、切断部ｃｔ（図２参照）で紙帯ｗｒを所定の長さに切断する。そして、
施封部３０は、切断された紙帯ｗｒを集積紙幣束ｓｔａの周囲に繰り出す（矢印Ａ５１参
照）。
【０１００】
　この後、施封部３０は、集積紙幣束ｓｔａを前後方向に繰り返し搬送しながら（矢印Ａ
５２及び矢印５３参照）、巻付機構（図示せず）で紙帯ｗｒを集積紙幣束ｓｔａに巻き付
ける。これにより、図６Ｅに示すように、施封部３０は、紙帯ｗｒで施封された施封紙幣
束ｓｔｂを作成する。
【０１０１】
　（５）次に、図６Ｆに示すように、施封部３０は、放出部７（図２参照）のシャッタを
開放して、作成された施封紙幣束ｓｔｂを放出部７の方向（前方向）に走行させて（矢印
Ａ６１参照）、施封紙幣束ｓｔｂの一部分を放出部７のシャッタよりも外側に突出させる
。
　これにより、施封時の動作が完了する。
【０１０２】
　なお、施封装置１は、施封枚数未満の集積紙幣束ｓｔａ（以下、「端数分の紙幣束ｓｔ
ａ」と称する）が集積部２０の内部に残留している場合に、その端数分の紙幣束ｓｔａを
抜き取る（除去する）動作（図７Ａ～図７Ｄ参照）を行う。
【０１０３】
　　（端数分の紙幣束の抜き取り時の動作）
　以下、図７Ａ～図７Ｄを参照して、集積部２０及び施封部３０の端数分の紙幣束ｓｔａ
の抜き取り時の動作につき説明する。端数分の紙葉類ｓｔａの抜き取りは、集積部２０及
び施封部３０が上部ユニット２の外部に引き出された状態で行われる。
【０１０４】
　（１）施封装置１は、オペレータが操作部６（図１参照）を操作して端数分の紙幣束ｓ
ｔａの抜き取り（除去）処理の実行を指示することによって、端数分の紙幣束ｓｔａの抜
き取り（除去）処理を開始する。
【０１０５】
　このとき、図７Ａに示すように、施封装置１は、アッパパネル２Ｕを開放するとともに
（矢印ＡＡ１参照）、ロアパネル２Ｌを開放する（矢印ＡＡ２参照）。また、施封装置１
は、ロック機構４０のロックを解除して、集積部２０及び施封部３０を上部ユニット２の
内部から外部に引き出すことができる状態にする。
【０１０６】
　（２）図７Ｂに示すように、オペレータは、集積部２０及び施封部３０を上部ユニット
２の内部から外部に引き出す。このとき、集積部２０及び施封部３０は、レール機構２ｒ
ｌによって水平方向に引き出された状態で保持される。
【０１０７】
　また、このとき、トレイ５０は、図示せぬ付勢部材によって後方向に押し出されて、集
積部２０及び施封部３０の後下方の位置に配置される（矢印Ａ７１参照）。これにより、
施封装置１は、万が一、オペレータが集積部２０から端数分の紙幣束ｓｔａを抜き取る際
に、紙幣を落下させてしまうことがあっても、落下した紙幣をトレイ５０で受け止めて、
紙幣がトレイ５０よりも下側（例えば、下部ユニット３の内部側）に入り込むことを防止
する。
【０１０８】
　また、このとき、集積部２０は、内部に残留している端数分の紙幣束ｓｔａの一部分が
集積部２０の外側に突出するように、端数分の紙幣束ｓｔａを後方向に繰り出す（矢印Ａ
７２参照）。これにより、オペレータは、上部ユニット２の筺体と集積部２０との間の隙
間から手を入れて、集積部２０から端数分の紙幣束ｓｔａを抜き取ることができる。なお
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、ここでは、後方向は、特許請求の範囲に記載された「抜き取り方向」に相当する。
【０１０９】
　なお、集積部２０での端数分の紙幣束ｓｔａの繰り出し動作は、以下のようにして行わ
れる。
【０１１０】
　まず、施封装置１は、オペレータが集積部２０及び施封部３０を上部ユニット２の内部
から外部に引き出したときに、そのことを第１センサＳＮ１によって検知する。すると、
集積部２０は、図７Ｃに示すように、図６Ａに示す動作時と同様に、集積上側搬送機構２
２を水平な姿勢で下方向に移動させた（落下させた）状態にする（矢印Ａ８１参照）。
【０１１１】
　これにより、ステージ２６と端数分の紙幣束ｓｔａと案内板２７とが下方向に移動する
（矢印Ａ８２参照）。ただし、このとき、紙幣束ｓｔａの枚数が図６Ａに示す状態時より
も少ないため、集積上側搬送機構２２のベルト２２２の搬送面の位置は図６Ａに示す状態
時の位置よりも下になる。
【０１１２】
　その結果、集積部２０は、集積上側搬送機構２２のベルト２２２と集積下側搬送機構２
１のベルト２１２とで端数分の紙幣束ｓｔａを挟み込んだ状態となる。このとき、端数分
の紙幣束ｓｔａは、集積上側搬送機構２２等の重みによって押圧されて、各紙幣ｓｔが隙
間なく整えられた状態となる。また、このとき、摺動部材２２４が下方向に移動する（矢
印Ａ８３参照）。また、リンク部材２２６ｂが下方向に移動するとともに、リンク部材２
２６ａが回動するように、リンク機構２２６が作動する（矢印Ａ８４参照）。
【０１１３】
　次に、集積部２０は、図７Ｄに示すように、集積下側搬送機構２１のベルト２１２を後
方向に走行させる（矢印Ａ９１参照）。これによって、集積部２０は、集積上側搬送機構
２２のベルト２２２と集積下側搬送機構２１のベルト２１２とで挟み込まれた端数分の紙
幣束ｓｔａを後方向に繰り出して、端数分の紙幣束ｓｔａの一部分を集積部２０の外側に
突出させる。
　これにより、端数分の紙幣束ｓｔａの繰り出し動作が完了する。
【０１１４】
　なお、施封装置１は、端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取り（除去）が完了していない状態
で、オペレータによって集積部２０及び施封部３０が上部ユニット２の内部に押し込まれ
る場合に、例えば、トレイ５０の後端部を搬送部１０の壁面に当接させて、図示せぬ付勢
部材からトレイ５０にかかる後方向の押圧よりも強い前方向の押圧が搬送部１０の壁面か
らトレイ５０にかかるようにする。これにより、施封装置１は、トレイ５０を元の位置（
集積部２０及び施封部３０の下方の位置）に戻す。このとき、トレイ５０は、紙幣束ｓｔ
ａを収納するための凹部が上面に形成されているため、紙幣束ｓｔａを収納した状態で、
紙幣束ｓｔａを施封部３０に衝突させることなく、集積部２０及び施封部３０の後下方の
位置から下方の位置に移動することができる。したがって、施封装置１は、このような場
合において、トレイ５０の上に落下した紙幣束ｓｔａを集積部２０及び施封部３０の下方
で保管するとともに、紙幣束ｓｔａが施封部３０と接触して折れ曲がってしまうことを防
止することができる。
【０１１５】
　また、この場合に、施封装置１は、端数分の紙幣束ｓｔａの全部分が集積部２０の内部
に収納されるように、端数分の紙幣束ｓｔａを集積部２０の内部方向に搬送する。これに
より、施封装置１は、このような場合において、集積部２０の外部に突出された状態にな
っている紙幣束ｓｔａが上部ユニット２の内部に設けられた構成要素（例えば、搬送部１
０等）と接触して折れ曲がってしまうことを防止することができる。
【０１１６】
　本実施形態では、施封装置１は、第２センサＳＮ１によって集積部２０及び施封部３０
が上部ユニット２の内部に押し込まれたことを検知することによって、このような動作を
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実行する。
【０１１７】
　本実施形態では、前記した通り、第２センサＳＮ２が施封部３０の内壁面に設けられて
おり、また、遮光板ｓｈがトレイ５０に設けられている。そして、遮光板ｓｈは、トレイ
５０が集積部２０及び施封部３０の下方の位置に配置されたときに、第２センサＳＮ２の
発光素子と受光素子との間の位置に配置され、一方、トレイ５０が集積部２０及び施封部
３０の後下方の位置に配置されたときに、第２センサＳＮ２の発光素子と受光素子との間
から外れた位置に配置されるように、設けられている。
【０１１８】
　施封装置１は、オペレータが集積部２０及び施封部３０を上部ユニット２の内部に押し
込まない場合に、トレイ５０が集積部２０及び施封部３０の後下方に配置され続けた状態
となる。そのため、トレイ５０に設けられた遮光板ｓｈが、第２センサＳＮ２の発光素子
と受光素子との間から外れた位置に配置されて、第２センサＳＮ２の発光素子から受光素
子に向けて射出された射出光を遮断しない状態となる。第２センサＳＮ２は、その状態に
応じた値の検知信号を制御部ＣＮに出力する。これによって、制御部ＣＮは、オペレータ
が集積部２０及び施封部３０を上部ユニット２の内部に押し込んでいないことを検知する
。
【０１１９】
　一方、第２センサＳＮ２は、オペレータが集積部２０及び施封部３０を上部ユニット２
の内部に押し込む場合に、トレイ５０が集積部２０及び施封部３０の後下方の位置から下
方の位置に移動する。そのため、トレイ５０に設けられた遮光板ｓｈが、第２センサＳＮ
２の発光素子と受光素子との間の位置に配置されて、第２センサＳＮ２の発光素子から受
光素子に向けて射出された射出光を遮断する状態となる。第２センサＳＮ２は、その状態
に応じた値の検知信号を制御部ＣＮに出力する。これによって、制御部ＣＮは、オペレー
タが集積部２０及び施封部３０を上部ユニット２の内部に押し込んでいることを検知する
。
【０１２０】
　施封装置１は、端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取り（除去）が完了していない状態で、オ
ペレータによって集積部２０及び施封部３０が上部ユニット２の内部に押し込まれる場合
に、端数分の紙幣束ｓｔａが折れ曲がってしまうことがないように、端数分の紙幣束ｓｔ
ａの全部分が集積部２０の内部に収納されるように、端数分の紙幣束ｓｔａを集積部２０
の内部方向に搬送する。
【０１２１】
　＜施封装置の主な特徴＞
　（１）係る構成において、施封装置１は、集積部２０の紙幣束ｓｔの集積場所自体をロ
ーラ搬送やベルト搬送等を行う搬送機構として構成している。このような施封装置１は、
従来の施封装置と異なり、ハンド部を用いることなく、集積部２０の搬送路の天井部分を
構成する集積上側搬送機構２２を上下方向に移動させることによって、集積上側搬送機構
２２と集積下側搬送機構２１とで集積紙幣束ｓｔａを挟持する。
【０１２２】
　そして、施封装置１は、集積紙幣束ｓｔａとして施封枚数分の紙幣ｓｔが集積されると
、ローラ搬送又はベルト搬送により集積紙幣束ｓｔａを集積部２０から施封部３０に水平
に搬送する。
【０１２３】
　施封装置１は、集積部２０と施封部３０との間で、このような搬送を行うため、搬送の
途中（特に集積部２０と施封部３０との間の集積紙幣束ｓｔａの受け渡しの途中）で集積
紙幣束ｓｔａを落下させてしまったり、集積紙幣束ｓｔａがずれたりする等の不具合の発
生を低減することができる。
【０１２４】
　（２）施封装置１は、端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取り時に、集積部２０及び施封部３
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０が上部ユニット２の内部から外部に引き出されると、端数分の紙幣束ｓｔａの一部分を
集積部２０の外部に突出させる。これにより、施封装置１は、端数分の紙幣束ｓｔａの視
認性を向上させることができる。その結果、オペレータは、集積部２０に残留する紙葉類
束ｓｔａを容易かつ確実に視認することができ、紙葉類束ｓｔａを施封部２０から確実に
抜き取ることができる。また、オペレータは、紙葉類束ｓｔａを確実に視認してから抜き
取ることができるため、紙葉類束ｓｔａの一部又は全部を誤って落下させることを低減す
ることができる。
【０１２５】
　（３）施封装置１は、端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取り時に、集積部２０及び施封部３
０が上部ユニット２の内部から外部に引き出されると、トレイ５０が集積部２０及び施封
部３０の後方に突出するように、トレイ５０を集積部２０及び施封部３０の下方の位置か
ら後下方の位置に押し出す。これにより、施封装置１は、端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取
り時に、万が一、オペレータが紙幣を落下させてしまったとしても、トレイ５０を集積部
２０及び施封部３０の後下方の位置に配置することにより、落下した紙幣をトレイ５０で
受け止めることができる。これにより、施封装置１は、紙幣がトレイ５０よりも下側（例
えば、下部ユニット３の内部側）に入り込むことを防止することができる。
【０１２６】
　（４）トレイ５０は、上面に、落下した紙幣を収納するための凹部が形成された構成に
なっている。そして、施封装置１は、集積部２０及び施封部３０が上部ユニット２の内部
に押し込まれる場合に、トレイ５０を集積部２０及び施封部３０の後下方の位置から下方
の位置に戻す。これにより、施封装置１は、万が一、オペレータが紙幣をトレイ５０の上
に落下させてしまったままの状態で集積部２０及び施封部３０を上部ユニット２の内部に
押し込む場合に、紙幣束ｓｔａが施封部３０と接触して折れ曲がってしまうことを防止し
ながら、トレイ５０の上に落下した紙幣束ｓｔａを集積部２０及び施封部３０の下方で保
管することができる。
【０１２７】
　（５）施封装置１は、万が一、端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取りが完了していない状態
で、集積部２０及び施封部３０が上部ユニット２の内部に押し込まれる場合に、端数分の
紙幣束ｓｔａの全部分が集積部２０の内部に収納されるように、端数分の紙幣束ｓｔａを
集積部２０の内部方向に搬送する。これにより、施封装置１は、紙幣束ｓｔａが潰れてし
まったり折れ曲がったりしてしまうことを防止することができる。
【０１２８】
　（６）施封装置１は、オペレータがリンク機構２２６を作動させることによって、集積
上側搬送機構２２を上下方向に移動させる（持ち上げる）ことができる。これにより、オ
ペレータは集積部２０から端数分の紙幣束ｓｔａを比較的容易に抜き取ることができる。
【０１２９】
　以上の通り、本実施形態に係る施封装置１によれば、搬送の途中で紙葉類を落下させて
しまったり、紙葉類束がずれたりする等の不具合の発生を低減することができる。
【０１３０】
　なお、本発明は、前記した実施形態に限定されることなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲で種々の変更や変形を行うことができる。
【０１３１】
　例えば、前記した実施形態は、本発明の要旨を分かり易く説明するために詳細に説明し
たものである。そのため、本発明は、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定さ
れるものではない。
【０１３２】
　また、前記した実施形態では、端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取り方向への搬送動作や収
納方向への搬送動作は、オペレータが操作部６を操作して端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取
り（除去）処理の実行を施封装置１に指示し、その後に、集積部２０及び施封部３０を引
き出したり又は押し込んだりする場合に、行われるものとして説明している。しかしなが



(20) JP 6387769 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

ら、端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取り方向への搬送動作や収納方向への搬送動作は、オペ
レータが操作部６を操作して端数分の紙幣束ｓｔａの抜き取り（除去）処理の実行を施封
装置１に指示していなくても、ロアパネル２Ｌ及びアッパパネル２Ｕが開放されていて、
オペレータが集積部２０及び施封部３０を引き出したり又は押し込んだりする場合に、自
動的に行われるようにしてもよい。
【０１３３】
　また、前記した実施形態では、トレイ５０を集積部２０及び施封部３０の下方の位置か
ら後下方の位置に押し出す動作や押し出されたトレイ５０を元の位置（集積部２０及び施
封部３０の下方の位置）に戻す動作は、オペレータが操作部６を操作して端数分の紙幣束
ｓｔａの抜き取り（除去）処理の実行を施封装置１に指示していなくても、オペレータが
集積部２０及び施封部３０を引き出したり又は押し込んだりする場合に、自動的に行われ
るようにしてもよい。
【０１３４】
　また、例えば、本発明は、紙幣に限らず、乗車券や航空券、チケット、帳票等の紙葉類
の施封にも適用することができる。
　また、例えば、本発明は、帯体として、紙帯に限らず、合成樹脂製の帯等を用いること
ができる。
【符号の説明】
【０１３５】
　１　　施封装置
　２　　上部ユニット
　２ＣＭ　　連結ユニット
　２Ｌ　　ロアパネル
　２Ｕ　　アッパパネル
　２ｒｌ　　レール機構
　３　　下部ユニット
　４　　カードリーダ
　５　　表示部
　６　　操作部
　７　　放出部
　８　　取込部
　９　　前扉
　１０，６１　　搬送部
　１１　　搬送路
　１２　　搬送機構（ローラ、ベルト）
　１３　　舌片ローラ
　２０　　集積部
　２１　　下側搬送機構
　２２　　上側搬送機構
　２６　　ステージ
　２７　　紙幣案内板
　２８　　シャッタ
　２９　　ストッパ
　３０　　施封部
　３１　　下側搬送機構
　３２　　上側搬送機構
　４０　　ロック機構
　４１　　ロックレバー
　４２　　ロックポスト
　４３　　アクチュエータ
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　４４　　リンク部材
　５０　　トレイ
　６０　　金庫部
　６２　　鑑別部
　６３　　リジェクト部
　６４　　一時集積部
　２１１，２２１，３１１，３２１　　ローラ
　２１２，２２２，３１２，３２２　　ベルト
　２２３　　ガイド部材
　２２４　　摺動部材
　２２５　　連結部材
　２２６　　リンク機構
　２２６ａ，２２６ｂ　　リンク部材
　２２７　　上下動機構
　３２３　　回動機構
　ＣＮ　　制御部
　ｃｔ　　切断部
　ＣＴ１，ＣＴ２　　切欠
　ＳＦ１，ＳＦ２　　シャフト
　ＳＮ１　　第１センサ
　ＳＮ２　　第２センサ
　ｐｒ　　印字部
　ｓｈ　　遮光板
　ｓｔ　　紙葉類（紙幣、乗車券、航空券、チケット、帳票等）
　ｓｔａ　　集積紙葉類束（集積紙幣束）
　ｓｔｂ　　施封紙葉類束（施封紙幣束）
　ｗｒ　　帯体（紙帯）
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